
　　　　　　　主　　　文

一　原告の請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は原告の負担とする。

　　　　　　　事実及び理由

第一　請求
一　原告に対し、被告大映映像株式会社は三万九二〇〇円、被告太陽企画株式会社
は七一四〇円、被告株式会社ジングは二万円、被告アイ・ヴイ・エス・テレビ制作
株式会社は三万三〇〇〇円、被告株式会社ニュー・センチュリー・プロデューサー
ズは三〇〇〇円、被告株式会社東北新社は二万一五〇〇円、被告株式会社シー・エ
ー・エルは四〇〇〇円、被告株式会社日企は一万一五〇〇円をそれぞれ支払え。
二　訴訟費用は被告らの負担とする。
第二　事案の概要
一　事案の要旨
　原告は、Ａが個人で主宰していた「あやべ企画・日本エキストラ協会」（以下
「あやべ企画」という。）の会員として、被告らが制作した各番組（テレビ番組、
コマーシャルフィルム）にエキストラとして出演したものであるが、本件は、原告
が、このエキストラ出演は原告と被告らとの間の各雇用契約によるものであると主
張して、被告らに対してその出演料を請求し、これに対し、被告らは、エキストラ
出演はあやべ企画と被告らとの間の契約（エキストラの斡旋、派遣、確保等必ずし
も内容は被告ら間でも一致していない）に基づくものであると主張し、右雇用契約
を争っている事案である。あやべ企画は、被告らから原告のエキストラ出演料を受
領した後、これを原告に支払う前に倒産した。
二　前提となる事実
　次の事実は、当事者間に争いがないか、または、末尾記載の証拠によって認めら
れる。
１　あやべ企画は、昭和五九年頃に、新聞等の広告でテレビ番組、コマーシャル映
画等にエキストラとして出演する希望者を募り、希望者を入会金五〇〇〇円で会員
として登録し、テレビ番組、コマーシャル映画等の制作会社からエキストラの出演
方を依頼された場合、会員の中から出演希望者を募集し、これを右制作会社に紹介
することを業とし、Ａが「職安法」三二条一項但し書きにより労働大臣から有料職
業紹介業をすることの許可を受けた個人事業であり、原告は、昭和六一年三月二〇
日、あやべ企画の会員になった（〈書証番号略〉、原告本人尋問の結果）。
２　被告らは、テレビ番組、コマーシャル映画の企画制作等を業とする会社である
（争いがない）。
３　原告は、被告らがそれぞれ制作した別紙１ないし８の番組名欄記載の各番組
（以下「本件番組」という。）につき撮影日欄記載の日にエキストラ（ただし、別
紙１の（１）、６の（１）はオーディション）として群衆、通行人、サラリーマ
ン、店員、客等の役で出演した（〈書証番号略〉、原告本人尋問の結果）。
三　争点
　原告と被告らとの間に、本件番組につきエキストラとして労務を供給する各雇用
契約が黙示に締結されたものと認められるかどうか。
１　原告の主張
（一）　原告と被告らは、原告が被告ら制作の別紙１ないし８の本件番組につき、
各年月日欄記載の日に、日々雇用の労働者であるエキストラとして出演し、被告ら
はその対価として、業界慣行賃金及び交通費（山の手線外側での交通費、公共交通
機関が運行を停止した時刻まで撮影が行われたときの交通費等一定の要件を満たす
場合）を支払う旨の雇用契約を黙示に締結した。
　この雇用契約締結の手順は、まず、被告ら番組制作者からあやべ企画に対しエキ
ストラの紹介の申込みがあり、次にあやべ企画からエキストラ出演を希望する原告
に右エキストラ出演方が紹介され、これを受けて原告は、被告らの番組制作の監督
ないし助監督が指定する集合時刻・場所に赴き、もって、黙示に被告らにエキスト
ラとして出演する雇用契約の締結の申込みをし、他方、被告らは、集合場所で原告
エキストラらの点呼を自ら行い又はあやべ企画の従業員から報告を受けた点呼結果
に基づき、エキストラとしての原告に対し作業指示（出演、移動、待機等）をし、
もって、黙示に原告の申込みを承諾した。



（二）　あやべ企画は、職業安定法（以下「職安法」という。）三二条一項但し書
きにより、有料職業紹介業をすることを許可されているに過ぎないところ、職安法
四四条により労働者供給事業をすることは原則として禁止されており、また、「労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
律」（以下「労働者派遣法」という。）四条によりエキストラ出演は同法の適用対
象とされていない。エキストラとしての出演は、単純な労務の提供であり、かつ、
被告ら制作会社の指揮命令を受けて行われるものである。したがって、被告らがあ
やべ企画からエキストラの供給を受けるのは、委託契約、請負契約、準委任契約等
いかなる法形式によっても、違法な労働者供給に当たる。
２　被告らの主張
（一）　被告大映映像（別紙１の番組について）
　被告は、別紙１の番組制作につき、あやべ企画に対し、エキストラ出演による撮
影に協力すること委託し、または、エキストラの斡旋を依頼し、あやべ企画がこれ
を承諾したものであり、いわば準委任的労務利用契約である。原告エキストラは、
被告の指揮命令を受けて労働に従事するのではなく、あやべ企画の指示でその履行
補助者として受託事務を処理したものか、または、被告の一定の指導を受けつつも
自らのある程度の裁量で成し遂げるのである。当事者を含めて本件事件の関係者
は、エキストラと被告との間に雇用契約が成立しているとは理解していなかった。
エキストラは、一人親方ともいうべき存在であって、雇用関係にある被用者とみる
ことはできない。
（二）　被告太陽企画（別紙２の番組について）
　被告は、あやべ企画からコマーシャルフィルム撮影に必要なエキストラの派遣を
受け、その場合にあやべ企画の請求によりエキストラ派遣料をあやべ企画に送金し
て支払ってきたのであり、あやべ企画との間で、被告の指定するコマーシャルフィ
ルムの撮影に必要なエキストラを出演、演技させる旨の請負契約類似または労働者
派遣契約類似の無名契約を締結したのであって、各エキストラとの間で、直接の雇
用契約を締結したことはなく、賃金等の労働条件についての合意もなかった。被告
とあやべ企画とのエキストラ派遣契約は、労働者派遣法、職安法に違反していると
しても、これが無効になるとすべき理由はない。
　仮に、原告エキストラと被告との間に契約が成立しているとしても、それは、あ
やべ企画が原告をエキストラとして紹介すると同時に、原告が、あやべ企画を代理
人として、被告との間に、原告においてエキストラとして出演して演技することを
目的とする請負契約ないし準委任契約を締結したものである。エキストラは、独立
した俳優であり、各人が独立の事業者として活動しているものであるから、労働基
準法上の労働者ではない。
（三）　被告ジング（別紙３の番組について）
　被告は、原告と賃金その他の労働条件を合意したことはなく、あやべ企画との間
で、広告フィルムの制作にあたり、あやべ企画がエキストラの演技方をすることを
約したものであって、原告があやべ企画の従業員として、その演技を担当したので
ある。
　仮に、原告と被告との間に契約関係があったとしても、それはエキストラとして
の出演が、その演技力が要求され、被告の指揮命令によって単なる肉体労働をする
ものではないから、雇用契約に当たらず、広告フィルムの制作に向けての共同作業
をすることを内容とする請負契約というべきである。広告フィルムへの出演が雇用
契約であるとすれば、その雇用主はあやべ企画であり、原告はエキストラとして出
演先に派遣されて労務を提供したとみるべきである。
（四）　被告アイ・ヴイ・エス（別紙４の番組について）、ニュー・センチュリー
（別紙５の番組について）、東北新社（別紙６の番組について）、シー・エー・エ
ル（別紙７の番組について）、日企（別紙８の番組について）
　本件における契約関係は、被告らとあやべ企画との間には、あやべ企画が被告ら
による番組等の撮影に必要な人数のエキストラを確保したうえで、確保したエキス
トラを撮影現場においてあやべ企画の管理監督下（出欠の確認、休憩、移動、解散
の指示等）で使用して被告らが制作する番組等の背景の一部を完成させるという内
容の請負契約が締結され、また、あやべ企画と原告らとの間には、あやべ企画の指
示する撮影現場においてエキストラとして出演するという内容の出演契約が締結さ
れたものである。原告と被告らとの間に雇用契約が成立したといえるためには、エ
キストラとしては自己が労務を提供している相手が制作会社であること及び制作会
社としてはエキストラの労務を自己に対するものとして受領しているという認識が



あることが不可欠であるが、本件では両当事者にそのような認識がなかった。した
がって、エキストラは、被告らとの関係ではあやべ企画の請負契約上の義務を履行
するための履行補助者にすぎないのである。
　有料職業紹介や労働者供給事業が規制される趣旨は、強制労働や中間搾取の防止
にあるが、原告があやべ企画から指示を受けた撮影のエキストラを引き受けるかど
うかは原告の裁量に委ねられていて強制労働の防止の必要性がないし、エキストラ
の出演料の相場があるということであれば中間搾取の入り込む余地もない。職安法
四四条は、供給先の指揮命令下に労働する労働者を供給する事業を禁止しており、
原告が被告らの指揮命令下で労働しているとはいえない本件にあっては、同条が適
用される余地はない。
第三　争点に対する判断
一　〈書証番号略〉、証人Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉの各証言、Ｊ（分
離）、Ｋ（取下げ）、原告各本人尋問の結果によれば、次の事実を認めることがで
きる。
１　あやべ企画が昭和六一年二月に作成した会則には、（一）出演依頼は、前日に
あやべ企画に電話で申込をし、先着順とすること、（二）出演が決まった者は、必
ず定められた場所、時刻に集合し、欠席した場合は会員を除名し、いままでの出演
料は支給しないこと、（三）出演料は、出演日の翌々月（コマーシャルフィルム等
は三ヶ月後）にあやべ企画宛に書面で請求すること、（四）交通費は、山手線内の
ロケ現場や制作会社に集合の場合は支給されないが、午後一一時を超過した場合は
タクシー代を支給すること、等が記載されている。出演料は、右会則に従ってあや
べ企画から各出演者に支払われてきたが、その額自体は、番組内容、出演時間によ
って決められ、おおよそ半日で三〇〇〇円、一日五〇〇〇円、朝から深夜までで八
〇〇〇円位の範囲内で決められていたものの、出演前に予めあやべ企画から明確に
知らされることはなく、出演後にあやべ企画から告げられた額が支給されていた。
会員には、会員の生年月日、住所、氏名を記載し写真を貼付した会員証を交付し、
エキストラとして映画会社・テレビ局に入場するときはこれを提示すべきことを指
示していた。会員は、撮影現場の雰囲気を好み、エキストラとしてこれに参加する
ことに愛着を持つ者が多く、出演料の額、その支払遅延等には不満を現実に申し出
ることが少なかった。
２　被告らは、本件番組を作成するにあたり、その一週間ないし前日までに、あや
べ企画に対し、撮影に必要なエキストラの人数、年齢層、性別及び服装等のイメー
ジを指示し、あやべ企画の判断でその条件に適うエキストラを選択して手配・確保
することを求め、あやべ企画はこれを承諾し、両者間でエキストラ出演の確保の料
金を合意した（なお、被告日企は有限会社日秀プロダクションとの間で右と同様の
指示、合意をした。）。被告らがあやべ企画との間でエキストラの確保を依頼する
契約の目的は、被告らがテレビ番組、コマーシャル番組を制作する場合、個々のエ
キストラの出演を必要とするのは比較的短時間であり、かつ、制作過程の最終時期
にその必要性の有無・人数等が確定するうえ、エキストラの出演料は一般的に低額
であるため、その都度エキストラを募集し、出演条件等を交渉して個別的に契約を
締結し、出演の確保、出演料の支払い等の事務をすることは煩雑、困難であること
から、これを回避するため、エキストラ出演希望者をあらかじめ会員として登録し
ているあやべ企画のような職業紹介業者を利用することによって、エキストラを簡
易迅速に調達できるようにするものであった。被告らは、このような目的でエキス
トラの確保をあやべ企画に依頼しているので、被告らが原告ら会員との間で出演料
について協議したり、原告ら会員に出演料を告知したことはなかった。
３　あやべ企画は、本件番組につき、原告ほか出演希望会員に対して集合時間・場
所を連絡し、集合場所に派遣したあやべ企画のマネージャーが、会員の集合の有無
を点呼して確認したうえで、集合人数のみを制作会社スタッフに報告し、撮影中は
待機しており、助監督・マネージャーの指示を受けてエキストラに対して、移動、
休憩、昼食・夕食、解散の指示を行った（別紙８の番組については、有限会社日秀
プロダクションの担当者が右と同様のことを行った。）。エキストラは、台詞がほ
とんどなく、多くは演技を練習する必要もないが、中には演技力を必要とするもの
もあり、総じて絶対に目立ってはならない通行人・客等いわば背景としての役者で
あり、原告ら会員は、制作会社の助監督・アシスタントディレクターの指導に基づ
いてエキストラとして右各番組で演技をした。
４　あやべ企画は、制作会社に対し、エキストラの出演につき、出演後に各エキス
トラごとの賃金、紹介手数料、交通費の内訳をもって合計額を記載した請求書（被



告大映映像の場合）、エキストラの各氏名とその各請求額を記載した請求書（被告
太陽企画の場合）等の形式で提出し、制作会社は、予め取り決めたエキストラ一人
当たりの料金と当日集合を確認した人数に基づいて計算された金額と照合したうえ
で、エキストラ費として消費税を入れて（被告大映映像の場合）、または人件費と
して源泉徴収をしたうえで（被告太陽企画の場合）、あるいは源泉徴収はせずにエ
キストラ出演費として（被告ジング、同シー・エー・エルの場合）、あやべ企画の
請求に対し、それぞれ一括してあやべ企画にその支払をしていた。
５　原告を含めてエキストラとして出演した会員は、前記会則に従い、あやべ企画
に出演料振込申込書の葉書を送付し、あやべ企画から銀行振込の方法で支払を受け
てきたところ、その収入について個人事業者として青色申告をしてきたもので、原
告は、他の会員と共に本件番組の出演料を従前通りに方法で請求していたが、あや
べ企画が昭和六二年四月頃事業閉鎖したため、その支払いを受けていない。
二　そこで考えるに、原告と被告らとの間に雇用契約が成立したといえるために
は、原告と被告らとの間に、単に事実上の使用従属関係があるというだけでなく、
雇用条件決定の経緯、指揮命令関係の有無・内容、労務管理の有無・程度、賃金の
支払い方法等諸般の事情に照して、原告が被告らの指揮命令のもとに被告らに労務
を供給する意思を有し、これに対し、被告らがその対価として原告に賃金を支払う
意思を有するものと推認され、社会通念上、両者間で雇用契約を締結する旨の意思
表示の合致があったと評価できるに足りる事情があることが必要である。
１　前記認定の事実によると、原告は、撮影場所においてエキストラとして出演中
は被告らの助監督・アシスタントディレクターの指示・指導に基づきエキストラと
して演技していたのであるから、原告と被告らとの間にその限度で事実上の使用従
属関係があったことは否定できないが、原告は、あやべ企画との間で出演時期・場
所、出演料等の出演条件を合意したときは、専らあやべ企画から指示を受けて出演
場所に集合し、出演場所に待機しているあやべ企画の担当者から集合点呼、移動・
休憩・食事・解散の指示を受けており、出演後にあやべ企画に対し出演料を請求
し、あやべ企画からその支払いを受けていたものであって、無断不出演については
あやべ企画から制裁を受けることになっていて、被告らとの間で出演条件の内容を
話し合ったこともないのであり、他方、被告らは、エキストラの確保をあやべ企画
に依頼し、その対価をあやべ企画に一括して支払ってきたが、エキストラとしての
原告があやべ企画から受領する出演料の決定に関与しておらず、また、撮影場所に
集合したエキストラに対し面接してその採否を決めたり、住所氏名を確認したりす
ることはなく、特定の個人に着目してエキストラとしての出演を求めているわけで
はなかったものということができる。
　このような事情のもとにおいては、あやべ企画から支払われる原告の出演料が賃
金に当たるとしても、被告らは、原告の賃金その他の雇用条件を決定しておらず、
原告に対し労務提供につき全般的な指揮命令、労務管理をしていたということもで
きず、また、賃金の支払いに関与していたともいえないのであるから、原告が被告
らの助監督・アシスタントディレクターの指示・指導に基づきエキストラとして演
技していた事実があるからといって、これを根拠に原告と被告らとの間に雇用契約
が黙示に成立したということは困難であるというほかない。
２　原告は、被告らとあやべ企画との間のエキストラ出演についての契約は契約の
名称如何にかかわらず違法な労働者供給に当たり無効であり、あやべ企画は職業紹
介を業とするものにすぎないから原告の雇用主たりえず、被告らと原告との間に雇
用契約が成立したものと認められる旨主張する。
　前記認定の事実関係によれば、テレビ番組、コマーシャル番組に出演するエキス
トラは、原則としてその演技力を重視されることがないけれども、エキストラ演技
という特殊な労務に一定時間従事し、その時間の長さによって対価が決められるの
であるから、エキストラ出演を目的とする契約において、指揮命令関係のもとに労
務提供がされる場合は、仮に請負、委任等の法形式が採られていても、これが雇用
契約であると認めることができるところ、あやべ企画は、職業紹介を業とするもの
にすぎず、原告との間で雇用契約を締結したわけではなく、また、原告は、あやべ
企画に対してエキストラ出演の募集に応ずる義務を負うものではなく、出演するか
どうかは任意の選択に委ねられていて、エキストラ出演の要否につき指揮命令関係
にあるものではないから、エキストラ出演を希望した原告を被告ら指示のとおりエ
キストラとしての労務に従事させることが直ちに職安法四四条所定の労働者供給、
労働者派遣法二条、四条所定の労働者派遣に問疑すべきことになるものではないと
いうべきである。



　もっとも、あやべ企画は、原告との間に雇用契約があるわけでもないのに、原告
との間にあたかも雇用契約関係があるかのように独自に出演料を決定し、原告との
間に出演料支払いの債権債務関係を有しているのであって、出演に当たって前記の
とおり集合点呼、休憩、解散等の指示で原告を指揮命令していたことに照すと、出
演を約した原告の労務供給につき支配従属関係にあると認めることができ、かつ、
被告らがエキストラ出演につき演技の指導・命令という限度ではあるが原告に対し
て指揮命令関係にあることを考慮すると、あやべ企画が被告らとの間の契約により
原告を被告ら指示のとおりエキストラとしての労務に従事させることは、職安法四
四条所定の労働者供給あるいは労働者派遣法四条所定の適用対象業務外の労働者派
遣に当たる違法なもので、是正されなければならなかった、と考えることにも一理
ある。
　しかしながら、仮に、あやべ企画と被告らとの間のエキストラ確保の契約が、職
安法、労働者派遣法に違反するものであったとしても、それが故に被告らと原告と
の間に黙示の雇用契約が成立していたものと認めることができないことは前叙のと
おりである。
三　以上のとおり、原告の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決す
る。
（裁判官　遠藤賢治）
別紙　１～８〈省略〉


